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主要な漁業関係法律はその目的を遂げたか？ 
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Ⅲ  漁業、資源管理関係法の先進各国との比較 
Ⅳ  漁業、資源管理関係法の立法時の背景 
Ⅴ  主要な漁業に関係する法律はその目的を達成しているか？ 
Ⅵ  法律が予算、事業を決める 
Ⅶ  水産資源を管理・保護できない水協法、水産資源保護法とＴＡＣ法 
Ⅷ  漁船、漁獲が減少する中で続く漁港漁場整備－漁港漁場整備法 
Ⅸ  沿岸、中小漁業の振興を果たせぬ沿岸漁業等振興法と水産基本法 
Ⅹ  変わる社会・経済環境への対応 
ⅩⅠ 今後５０年で日本の水産業を取り巻く状況はどう変化するか？ 
ⅩⅡ まとめ 
参考：１ 漁業法とその他漁業に関係する法律との相関図 
参考：２ 水産予算の推移 
参考：３ 水産小六法掲載の水産関係法 



制度疲労を起こしている！ 

１、各法律間に整合性、一貫性がない。 

２、科学に基づく資源管理を阻害している。 

３、いずれも目的を果たせない。 
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４、目的を終えたにもかかわらず、継続して 
  いる法律がある。 漁港漁場整備法 と 

                 海洋水産資源開発促進法 

漁業法、水産資源保護法 と TAC法 

漁業法、TAC法 と 水産業協同組合法 

水産基本法他関係各法 



 戦後1945年以降、整備された水産業、漁業、資源管理に関係する法律は 

 69（水産小六法記載） 

に及ぶ（卸売市場法は含まず）。 
 この内、主要な法律は、以下のようになっている（赤字は廃止）。 
 ①水産業協同組合法            1948年12月15日公布  
 ②漁業法                 1949年12月15日公布  
 ③漁港漁場整備法（旧 漁港法）       1950年 5月 2日公布  
 ④漁船法                 1950年 5月13日公布 
 ④水産資源保護法（旧 水産資源枯渇防止法）1951年12月17日公布 
 ⑤沿岸漁業等振興法            1963年 8月 1日公布   
 ⑥海洋水産資源開発促進法         1971年 5月14日公布 
 ⑦沿岸漁場整備開発法           1974年 5月17日公布 
 ⑧排他的経済水域及び大陸棚に関する法律  1996年 6月14日公布 
 ⑨海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（ＴＡＣ法） 
                       1996年 6月14日公布 
 ⑩持続的養殖生産確保法          1999年 5月21日公布 
 ⑪水産基本法（旧 沿岸漁業等振興法）   2001年 6月29日公布  
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Ⅱ 戦後の水産､漁業､資源管理関係法一覧 
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 日本の漁業、資源管理にかかわる法律は多様で、「水産業の生産力の増
進」「発展」「国民経済の発展」を謳っています。これに対して先進各国は資源
の持続的管理を基本として、漁獲割り当てに流動性を持たせ、基本的に極め
てシンプルな法体系を構築しています。 



①水産業協同組合法         1948年12月15日公布 
②漁業法              1949年12月15日公布  
③漁港漁場整備法（旧漁港法）     1950年 5月 2日公布 
④漁船法              1950年 5月13日公布 
⑤水産資源保護法（旧水産資源枯渇防止法） 1951年12月17日公布  
 
●1952年：高度経済成長始まる（1955～73年まで実質経済成長率は年平均10％を超える）。  
 
⑥沿岸漁業等振興法            1963年 8月 1日公布 
⑦海洋水産資源開発促進法         1971年 5月17日公布 
⑧沿岸漁場整備開発法           1974年 5月17日公布 
⑨沿岸漁業改善資金助成法         1979年 4月27日公布 
 
 
●1977年：米ソ両国が200㌋漁業専管水域実施し、200㌋時代に突入。 
  日本も同年7月に200㌋水域法(漁業水域に関する暫定措置法)を制定  
●1982年：国連海洋法条約を採択。（1994年11月発効） 
 
⑪排他的経済水域及び大陸棚に関する法律       1996年 6月14日公布 
⑫海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（ＴＡＣ法）1996年 6月14日公布 
⑬持続的養殖生産確保法               1999年 5月21日公布 
⑭水産基本法（旧 沿岸漁業等振興法）        2001年 6月29日公布  
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Ⅳ 漁業、資源管理関係法の立法時の背景 



①水産業協同組合法（1948年12月15日公布） 
 
目的：漁民、水産加工業者の協同組織の発達を促進し、その経済的社会的地位の向上
と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期する。 
 
 

 
現状：公布から69年が経過。漁業者、漁業従事者の高齢化、減少で漁協は存立が危ぶ

まれ、合併で急場を凌ぐ状態。漁業者の所得は上がらず、経済的社会的地位は低下、
生産力は減退し、国民経済の発展にも寄与していない。水産加工業も同様の状態。 
 

②漁業法（1949年12月15日公布） 
 

目的：漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整
機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、合わせて漁業
の民主化を図る。 
  
 
現状：公布から68年が経過。漁業の民主化（「漁場の働く漁民による公的管理と民主的調

整機構のもとでの調整による漁場の高度利用と、その漁民への利益の帰属」『農林水産省
百年史』下）と漁業調整を目的に漁業の発展を目指したが、資源の乱獲で漁獲量が減少し、
漁業は疲弊。科学的な資源管理と持続可能な資源利用の芽を摘んだ。排他的な漁業権制度
で沿岸、沖合漁業の発展、規模の拡大を阻害。弱小、脆弱な経営体に押し留めている。 

Ⅴ 主要な漁業に関係する法律はその目的を達成しているか？ 
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③漁港漁場整備法（旧 漁港法）（1950年 5月 2日公布） 
 
目的：水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和
に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適
正にし、もつて国民経済の発展に寄与し、合わせて豊かで住みよい漁村の振興に資するこ
とを目的とする。 

 
現状：公布から67年が経過。水産業は衰退。漁港漁場整備法は水産業の健全な発展に寄
与せず。戦後の疲弊したインフラとしての漁港整備は既に終了。漁業者、漁船が減少し
ているにもかかわらず、依然として整備を続けている。受益者負担の原則に立ち返って、
漁港整備と利用・活用は民間に委ねることが必要。 

④水産資源保護法（1951年12月17日公布） 
 
目的：水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することによ
り、漁業の発展に寄与する。 
 
 
現状：公布から56年が経過。過剰な底引船の整理を目的に水産資源枯渇防止法として立
法化。永年に亘るインプットコントロールの結果、200㌋内の漁業資源は乱獲によって低
位な資源水準で推移。沿岸、沖合漁業は漁業者の漸減に歯止めがかからず、経営状態は
慢性的に厳しい状態が続く。同法による取り組みは、水産資源の保護培養、漁業の発展
に寄与せず。 
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⑤沿岸漁業等振興法（1963年 8月1日公布 現水産基本法） 
 
目的：国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上に即応し、沿岸漁業等の生産性の向
上、その従事者の福祉の増進その他沿岸漁業等の近代化と合理化に関し必要な施策を講
ずることにより、その発展を促進し、あわせて、沿岸漁業等の従事者が他産業従事者と
均衡する生活を営むことを期することができることを目途として、その地位の向上を図
る。 
  
現状：施行の1963年から2001年まで38年間、沿岸及び沖合漁業の振興を図る基本法と
なってきたが、2001年6月29日に水産基本法の公布・施行に合わせて、廃止となった。沿
岸漁業振興、漁業者の地位向上は図れず。 
 

⑥海洋水産資源開発促進法（1971年 5月14日公布） 

目的：沿岸海域の水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進する措置並びに漁業者団体
等による海洋水産資源の自主的な管理を促進するための措置を定め、海洋水産資源の開
発及び利用の合理化を促進し、漁業の健全な発展と水産物の供給の安定に資する。 

施行から46年経過、増・養殖は計画的に推進されず、海洋水産資源の管理で自主的な管
理促進を謳っていることから科学的な手法の導入の足かせに。同法に基づく基本方針の
自主的管理促進で「漁獲量の制限、漁船隻数の縮減等により漁獲対象魚種の取引分野に
おける競争を実質的に制限しないこと」としており、『独禁法』違反行為となる恐れが
あることを立法者自らが認める。5年毎に基本方針を見直す（現在10次）が、過去の計画
（5年間）の総括は行われず。 
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⑦沿岸漁場整備開発法（1974年 5月17日公布） 
 
目的：水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進
するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措
置を講ずることにより、漁港漁場整備法（1950年公布）による措置と合わせ、沿岸漁業
の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の
供給の増大に寄与する。 
  
現状：公布から42年が経過。科学的な資源管理措置がとられることなく、資源量、生産

量は減少し、沿岸漁場の整備開発、安定的な水産物の供給増大は図れていない。 

⑧排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（1996年 6月14日公布） 
 
目的：海洋法に関する国際連合条約（「国連海洋法条約」）に定めるところ
により国連海洋法条約第五部に規定する沿岸国の主権的権利その他の権利を
行使する水域として、200㌋排他的経済水域を設ける。国連海洋法条約は10年
にわたる交渉を経て1982年に採択。海洋資源の保存と管理、海洋環境の保全
義務を負う。1994年11月に発効。日本は，1983年2月に署名，1996年6月に批
准し、同年7月20日（国民の祝日「海の日」）に発効した。2017年3月現在，
168の国等が締結している。 
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⑨海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 
                   （ＴＡＣ法：1996年 6月14日公布） 
 
目的：日本の200㌋排他的経済水域における海洋生物資源の保存及び管理のための計画を
策定する。漁獲量及び漁獲努力量の管理のための措置を講じるとともに、漁業法、水産
資源保護法の措置と合わせて、排他的経済水域の海洋生物資源の保存及び管理を図る。
あわせて海洋法条約の的確な実施を確保し、漁業の発展と水産物の供給の安定を実現す
る。 
  
 
現状：公布から21年が経過。7魚種（サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、マサバ
及びゴマサバ、スルメイカ、ズワイガニ）にＴＡＣ（総漁獲許容量）を設定しているが、
漁業者の経営を考慮したＴＡＣの設定を行っていることで各資源の増加を図ることがで
きていない。 

⑩持続的養殖生産確保法（1999年 5月21日公布） 
 
目的：漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産
動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講じ、持続的な養殖生産の確保を図
り、養殖業の発展と水産物の供給の安定に資する。 
  
現状：持続的養殖生産を謳うも、対象は漁場と魚病で漁協の事業に矮小化。 
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⑪水産基本法（2001年 6月29日公布） 
 
目的：水産施策の基本事項を定め、国、地方公共団体の責務を明らかにすることで、
水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し国民生活の安定向上及び国民経済の健
全な発展を図る。良質な水産物を合理的な価格で安定供給し、水産物の持続的な利用
を確保するため、海洋法条約の的確な実施で水産資源の適切な保存、管理を行う。水
産業について、国民に対して水産物を供給する使命を持つとする。水産資源を持続的
に利用し、高度化し、多様化する国民の需要に即した漁業生産、水産物の加工及び流
通が行われるよう健全な発展が図られなければならないとし、水産業の発展に当たっ
ては、漁村の生活環境の整備、振興を図る。 
    
 
現状：公布から16年が経過。水産資源の持続的利用を謳うが、実現できず。5年を期間
とした水産基本計画を策定してきたが、漁業生産量をはじめとする目標は一度も達成
されず。同基本法で策定する水産施策は、基本的に戦後から取り組んできた内容と変
わらない。衣を変えただけで、科学的資源管理を基本とした政策の策定が求められる。 
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現状にそぐわぬ整合性のない法律で、持続可能
な資源管理はできず、効果の疑わしい事業が続く。 
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 法律により漁業の姿が決まる一方、法律で事業を決め予算化する。このため、
法律を実状に合わせ変えなければ、不必要な事業・予算が継続されることになる。 

Ⅵ 法律が予算、事業を決める 
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Ⅶ 水産資源を管理・保護できない水協法、 
              水産資源保護法とＴＡＣ法 
１、水協法：漁業協同組合の水産資源の管理はいずれ
もインプットコントロールで、管理の実効性に乏しい。 

 水産業協同組合法は、漁業協同組合の事業の
第１番目に「水産資源の管理及び水産動植物の
増殖」を謳っている。しかし、その管理は、魚
種、海面の区域、漁業種、管理期間などを定め
るインプットコントロールで、漁業法、海洋水
産資源開発法などの取り決めが優先。この結果、
資源状態は総じて悪く漁獲量は減少。 
 漁業協同組合は合併促進法（旧漁業協同組合
合併助成法）の下、国の補助を受け合併を行っ
てきた。漁業従事者は高齢化し減少。組合員数
減少で漁協数はさらに減少傾向にある。漁業所
得は低位で推移、社会的地位も低下している。 
 

漁協の事業 

①水産資源の管理及び水産動植物の増殖 
②水産に関する経営及び技術の向上に関する指
導 
③組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付 
④組合員の貯金又は定期積金の受入れ 
⑤組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 
⑥組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設
の設置 
⑦組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、 
補完又は販売 
⑧漁場の利用に関する事業 
⑨船だまり、舟揚場、漁礁その他組合員の漁業に
必要な設備の設置 
⑩組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業 
⑪組合員の共済にに関する事業 
⑫組合員の福利厚生に関する事業 
⑬組合事業に関する組合員の知識の向上を図るた
めの教育及び組合員に対する一般的情報の提供 
⑭組合員の経済的地位の改善のためにする団体
協約の締結 
⑮漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若
しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあっ旋 
⑯前各号の事業に附帯する事業 
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○沿岸漁獲量（採貝藻、養殖除く）は２０１６年、１００万㌧を割り、９９万トンとなった。 
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○沖合漁業漁獲量は２０１６年、２００万㌧を割り、１９１万トンとなった。 
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55歳以上
では6割
に！ 
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 水産資源保護法は１９５１年、
水産資源枯渇防止法と漁業法
中の第６５条その他の水産資
源の保護に関する規定を合わ
せて作られた。ベースとなった
水産資源枯渇防止法の目的
は、資源枯渇防止を謳いなが
ら、戦後急激に拡大した以西、
以東底引網漁業の減船時の
補償を目的とした。この補償条
項を水産資源保護法も受け継
いでおり、（第十一条 損失補
償）、水産資源の保護培養を
謳いながら、漁業法が優先し、
その目的を達するに至ってい
ない。現在も漁業法６５条２が
優先。過去、この法律による水
産資源保護・漁獲規制はなし。 

２、水産資源保護法：目的は資源管理に非ず。 

過剰になった底引の減船を目的に立法化された水産資源枯渇
防止法（昭和２５年４月３０日 衆議院での説明）。 

現在の５，０００万円 現在の１００億円 

●欠陥！ 
 農林水産大臣又は都道府県知事は、
水産資源の保護培養のために必要が
あると認める時、漁業を禁止すること
ができるとしているが、その資源の調
査規定（第三章）が具体的でなく、あい
まい。 

●今、この法律はどう使われているか？ 
 水研機構によるサケ・マス人口ふ化放
流事業計画の策定を定めている。 
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－ＴＡＣ法の致命的欠陥 その１－ 
 本来、ＴＡＣ法が日本の水産資源管理を全面的に担わなければならない法
律であるにも拘わらず、調整を基本とする「漁業法」とまったく機能していない
「水産資源保護法」と合わせて保存及び管理を図るとしてしまった。国連海洋
法条約の「的確な実施」を謳うが、漁業法の調整規定に引きずられ、漁獲枠設
定が「的確」にできない。 

－ＴＡＣ法の致命的欠陥 その２－ 
 ＴＡＣ法は、１９９６年の施行から２０年が経過した。２０年間、漁獲可能量で管
理するＴＡＣ対象魚種（第１種特定海洋生物資源）は７漁種のまま変わらない。
漁獲努力可能量というより甘い規制で管理する第２種特定海洋生物資源も９魚
種のままで、第２種から第１種の格上げもない。 
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２０１６年の資源評価では５割が低
位、資源が思わしくない魚種は中
位を含めると８５％となる。 

（水産庁作成資料） 
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○主要先進国の中で凋落が激しい日本の漁獲 

（水産庁作成資料） 
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１９５０年に漁港法を制定し、５１年度から漁港整備計画がスタートする。当初の対象漁
港は１，３００。第９次までの５０年間で、約７.３兆円を投じて全国の漁港を整備した。 
 
 ２００２年から沿岸漁場整備開発法の漁場整備・開発部分を統合、法律名を漁港漁
場整備法に改め漁場整備と漁村の整備も含めた事業を展開。現在、指定の対象漁港
は約２，９００を数えるが、毎年度、約１０００億円をかけ１，１００余りの漁港を整備する。２
００２年の長期計画から、計画中の投資額を定めていない。 
  
 漁船数は１９８０年代をピークにほぼ半減した。漁港数は１９９０年代初めのピーク時か
ら比べ８６減少したが、今も２，８６６を数える。使われなくなった漁港を新たな計画では、
養殖場などに利用しようとしている。 

戦後復興からのインフラとしての漁港整備は、既に終了。今後、必要な改修・修築は
受益者である漁業者が負担していく必要があろう。 
そして、その予算を水産資源の調査・研究、管理に使うことが求められる。 
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○５０年間の漁港長期整備計画で総額７.３兆円を使い整備を行う！ 
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○沿岸漁場整備開発事業は１次～４次の２４年間で１兆６８００憶円を投じて漁場整備 
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○全国の漁港数は今も約２，９００を数える！ 

（水産庁作成資料） 
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○全国の登録漁船数はこの３０年で４割減少した！ 

（水産庁作成資料） 

Ｓ６０年：３０．５万隻 

Ｈ２６年：１７．８万隻 
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直近２０１６年はさら
に減少し４３１万㌧ 
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水産基本計画に基づく事業 

●浜の活力再生交付金 
●資源管理・資源調査 
＋漁業収入安定対策 
 共済・積立プラス活用 
国、都道府県が策定する資源回復計画を２００２年に
開始。その後、２０１１年から漁業者の「自主的資源
管理」を含めた資源管理計画を加え事業を拡大。同
計画に取り組む漁業者の共済金を補助（３０％）。計
画数は１，９３０件（２０１７年３月末）。 

●もうかる漁業創設支援事業 
●漁船リース事業 

 沿振法は高度経済成長期
に沿岸、沖合漁業の振興の
ために立法化された。漁業白
書はこの法律によって作成が
始まった。事業としては、沿
岸漁業構造改善事業（通称：
沿構：漁場改良造成事業、
養殖魚場造成、漁船近代化、
流通改善など）が代表的事
業。１９６２年から１９９９年まで、
５期３８年に渡り計画ベースで
１兆円を予算化した。 
 ２００１年、水産基本法と姿
を変えた後は、がんばる漁業
やもうかる漁業、漁船リース
事業など新たに取り組むとと
もに、全国の漁協の資源回
復の取組みを後押し、しかし、
資源悪化が進む中、沿岸、
沖合漁業の厳しさは変わらな
い。 
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○漁協数は、経営悪化などによる合併で、年々減少を続ける。 

２，０００ 

９６０ 
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○厳しい沿岸・沖合漁業関係者の経営状況！ 

（水産庁まとめ） 
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Ⅹ 変わる社会、経済環境への対応 
 １、デジタル化、インターネットに象徴されるＩＴ（情報技術）の発達でこの２０年、日本の
社会、経済環境は激変しました。 
 さらに今後、ＡＩ（人工知能）の実用化で、社会・経済環境は大きく変わって行きます。 
 一方、日本の人口は減少を始め、総務省の予測によれば、２０６５年には現在（２０１６年：
１億２，６９３万人）の７割の水準（８，８０８万人）まで落ち、今世紀末には半減するとの予測
もあります。国際的には人口の増加が続き、２０１６年の７４億人が今世紀末には１１２億人
に増加、温暖化対策をはじめ環境問題への対応が急務となります。 
 将来の社会・経済状況の変化を予測するのは難しいものの、これら変化に柔軟に対応
する制度設計が不可欠です。人、技術、物、資金が自由に出入りする資源管理をベース
にした持続可能な産業となるための法制度が求められます。 
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①日本は人口の減少にともなって水産物の需要が現状の７割に減少します。必要量は、
原魚換算で５００万㌧程度で足りることになります。商品の流通形態は、ほぼ最終製品と
なるでしょう。 

②世界は、人口の増加と経済発展にともなって水産
物の需要が１．４倍に拡大すると予想されます。需要
量は、原魚換算で２億８，０００万㌧に達します。ＦＡＯ
は２０１６年世界漁業・養殖業白書で２０２５年までの価
格について天然は名目で７％、養殖は２％のアップと
していますが、需要に供給が追い付かず、国際的な
水産物の価格は上昇を続けるでしょう。 

③日本は沿岸漁業の水産経営を株式会社化など企
業化し、水産資源の持続的管理を行うことができれ
ば、漁業・養殖生産を６００万㌧台まで回復させること
ができると予想されます。その販売金額は現在の１兆
６，０００憶円に対して２．４兆円前後となると予想され
ます（魚価２割アップと想定）。また、輸入を考えると、
見込める国内消費を除いた輸出余力は３００万㌧とな
ると予想されます。 
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ⅩⅡ まとめ  
  取り組まなければならない事！ 

１、持続可能な産業としての漁業を担 
  保する法制度の確立。 

４、漁港整備など役目を終えた法律の 
  整理。 

２、整合性、一貫性を持った法体系の 
  確立。 

３、科学に基づく資源管理を担保する  
  法整備！ 
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おわり 



漁業法 

漁港漁場整備法 戦後復興
時、旧体制
温存で作ら
れた法律 

沿岸漁業等振興法 

2001年水産基
本法施行に合
わせて廃止 

沿岸漁場整備開発法 

現漁業法 
との相関図 

2001年 

1996年 

1963年 

1948年 1949年 

1950年 

1951年 

1974 年 
1971年 

排他的経済水域及び大陸棚に関する法律  ：２００㌋法 

海洋資源の保
存と管理、海
洋環境の保全
義務を負うが、
その責任を果
たしていない。 

ＴＡＣ魚種はわず
か7種で、しかも
厳格に管理してい
ない。資源の回復
と漁業再生を遅ら
せている 

漁業者、漁船が激減しているにも
かかわらず、従来からの整備を続
ける。漁港・漁業ありきの考え。 

過剰な底引の整理を
目的に議員立法化。
インプット及びテク
ニカルコントロール
で資源減少を許して
きた。 

沿岸、沖
合漁業の
生産性向
上の名の
もとに乱
獲を促進
させた。 

漁業者の成長
を規制。産業
としての漁業
の発展を阻害。
組合員数は激
減し、組織崩
壊に直面。 

資源の保存・
管理の理念を
導入、ＭＳＹ
を基本に置く
が、実行する
法律が不備、
体制も整わず。 

効果の定かでない稚魚の放流など
行い。漁業の衰退を助長した 
 

海洋水産資源開発促進法 

持続的養殖
生産確保法 

1999年 

持続的
な養殖
生産確
保を謳う
が、漁協
事業に
矮小化。 

水協法 漁業法 

水産資源保護法 

1996年 

ＴＡＣ法 

民主化と調整を目的
とし、権利を固定化
したため、資源の乱
獲を許し、漁業を衰
退させた。インプッ
ト及びテクニカルコ
ントロールのみの管
理で資源悪化を促進
した元凶。 

増殖・養殖の計画的推進と漁業
者団体による資源の自主管理促
進を謳うが、計画的推進は行わ
れず。資源の科学的管理を損う。 

補完 

否整合 

不完全 
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参考：１ 



水産予算推移グラフ(補正含まず） 
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参考：２ 
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参考：３ 
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